
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と

協働し，よりよい社会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資

質・能力を育成することをめざす。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 Ｂ 衣食住の生活の自立と設計          

Ｃ 持続可能な消費生活・環境   Ⅾ ホームプロジェクト・学校家庭クラブ活動 

 
Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 Ｂ 衣食住の生活の科学と文化 

Ｃ 持続可能な消費生活・環境   Ⅾ ホームプロジェクト・学校家庭クラブ活動 

 
 
 
  〇 「家庭基礎」は同一年次で履修すること。 

  〇 「家庭基礎」「家庭総合」のどちらの科目においても，「Ｃ 持続可能な消費生活・環境」

を第１学年又は第２学年のうちに履修すること。 

  〇 「家庭総合」を複数の年次にわたって分割して履修する場合には，原則として連続する

２か年において履修すること。 

〇 「家庭基礎」「家庭総合」の各教科に配当する総授業時数のうち，原則として 10分の５以 

上を実験・実習に配当すること。 
 
 
                
 

 小学校 中学校 高等学校 

目標 

生活をよりよくしよう

と工夫する資質・能力の育

成 

よりよい生活の実現に

向けて，生活を工夫し創造

する資質・能力の育成 

様々な人々と協働し，よ

りよい社会の構築に向け

て，男女が協力して主体的

に家庭や地域の生活を創

造する資質・能力の育成 

空 間 軸 自己・家庭 家庭・地域 家庭・地域・社会 

時 間 軸 これまでの生活・現在 現在・これからの生活 生涯を見通した生活 

内容構成 
小学校，中学校，高等学校ともに，「家族・家庭生活」「衣食住の生活」「消費生活

と環境」に関する三つの内容で整理し，系統性を明確化。 

家庭基礎（２） 

家庭総合（４） 「家庭基礎」又は「家庭総合」のどちらかを選択  

１ 設置科目及び履修要件 

２ 教科の目標 

３ 各科目の内容 

（カッコ内は標準単位数） 

ここがポイント！ 

５ 小・中学校との系統性 

家庭基礎 

４ 各科目の履修に関する配慮事項 

（９） 家   庭 
 

   

生活の営みに係る見方・考え方については，全ての内容に共通する視点であり，相互に関わり合

うものであるため，生徒の発達の段階を踏まえるとともに，いずれの視点を重視するのかを適切に

定めることが大切となる。 

家庭総合 

必履修科目 

ここがポイント！ 



 

 
 

 
 

 

 

生涯の生活設計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯の生活設計 

 
 
 
【主体的・対話的で深い学びの視点からの授業実践の例】「消費行動と意思決定」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

知 識 ・ 技 能 

・ 人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的に捉え，家族・家庭の意義， 

家族・家庭と社会との関わりについて理解 

・ 家族・家庭，衣食住，消費や環境などについて，生活を主体的に営むために 

必要な理解及び技能 

思考力・判断

力・表現力等 

・ 家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し， 

解決策を構想し，実践を評価・改善し，考察したことを根拠に基づいて論理的 

に表現するなど，生涯を見通して生活の課題を解決する力 

学びに向かう

力・人間性等 

・ 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，地域社会に参画しよ

うとする実践的な態度 

・ 自分や家庭，地域の生活を主体的に創造しようとする実践的な態度 

「どのように学ぶか」～主体的・対話的で深い学びの実現をめざして～ 

家
庭
や
地
域
で
活
用
・
実
践 

グ

ル

ー

プ

で

調

査

・

研

究 

個

人

で

課

題

設

定

・

研

究 

・ 事例を用いて， 

消費者被害の防 

止や救済につい 

て考える。 

・ 目標設定 

「批判的思考に 

裏付けられた意 

思決定ができる 

ようになる。」 

・ 情報機器の活 

用による調査， 

広告やパンフ 

レット等による 

情報収集などの 

活動，それらを 

多面的に比較検 

討し，意見交換 

をする。 

 

〔授業改善の視点〕 生徒が自分の考えを伝えたり，話し合ったりすることで，思考が深まり，

家庭や地域での生活に生かしてみたいと自覚できるような授業内容となっているか。 

 

解

決

に

向

け

た

検

討 

６ 新学習指導要領の趣旨や内容に対応した授業の創造 

「何ができるようになるか」～家庭科において育成をめざす資質・能力～ 

「何を学ぶか」～家庭科において重視する学習内容・学習活動～ 

まとめとして 

 
【両方の科目で学習内容の改善・充実を図った点】 
〇 和食・和装・和室など，日本の伝統的な生活文化の継承・創造  〇 安全・防災や環境に配慮した住生活等 

〇 多様な契約，消費者の権利と責任，消費者保護の仕組み 〇 高齢者の尊厳と介護についての理解（認知症含む） 

・ 自分が関心の 

高い分野（家族・ 

保育・福祉や衣 

食住）において，  

消費者被害対策 

のレポートを作 

成する。 

課

題

の

発

見

・

目

標

設

定 

・ 消費者，生

産者，販売者

それぞれの立

場でロールプ

レイングなど

の演習を通し

て方策につい

て話し合い，

考える。 

全
て
の
内
容
と
関
連
付
け
る 

【家庭基礎】 

 

 

 
 
 
 
 
・ 乳児期に関する基礎的な内容 

・ 高齢者の生活支援技術の基礎 

・ 自立した生活者として必要な衣食住の生

活や生活における経済の計画などに関する

実践力 

【家庭総合】 

 

 

 
 
  
 
・ 乳児との触れ合いやコミュニケーション 

・ 高齢者の生活支援技術 

・ グローバル化に対応した日本の生活文化等 

・ 生活を総合的にマネジメント 

・ 健康や安全に配慮した衣食住の生活を創造す

るための実践力 

導入として 

生活を主体的に営むために必要な基礎 

的な理解と技能を身に付け，自立した生活 

者として必要な実践力を育成することを 

重視 

生活を主体的に営むために必要な科学的な

理解と技能を体験的・総合的に身に付け，生

活文化の継承・創造，高齢者の介護や消費生

活に関する実習や演習を行うことを重視 

ホームプロジェクト・学校家庭クラブ活動を引き続き重視 


